
  

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日　令和2年5月15日改正　内閣府公益認定等委員会）を採用しております。

１．継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況は存在しておりません。

２．重要な会計方針

（１）　固定資産の減価償却の方法

１．有形固定資産

定率法による減価償却を実施しています。

ただし、平成２８年４月１日以降に取得した建物付属設備については、定額法を採用しております。

定率法による減価償却を実施しています。

（２）　引当金の計上基準

１．退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末日における退職給付債務（当期末自己都合要支給額）

に基づき、当期末日において発生していると認められる額を計上しています。

（３）　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

（単位：円）

科 目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産

基本財産積立預金 138,162,379 0 0 138,162,379

小 計 138,162,379 0 0 138,162,379

特定資産

退職給付引当預金 4,644,070 495,630 4,793,620 346,080

公益目的事業充当資産 107,741,447 0 165,442 107,576,005

管理費充当資産 58,122,256 0 5,282,198 52,840,058

宿舎提供ＩＴ整備特定基金 5,059,249 0 1,007,462 4,051,787

小 計 175,567,022 495,630 11,248,722 164,813,930

合 計 313,729,401 495,630 11,248,722 302,976,309

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

（単位：円）

科 目 当期末残高

うち指定正味財

産からの充当額

うち一般正味財

産からの充当額

うち負債に

対応する額

基本財産

基本財産積立預金 138,162,379 （138,162,379） （0） ―

小 計 138,162,379 （138,162,379） （0） ―

特定資産

退職給付引当預金 346,080 ― ― （346,080）

公益目的事業充当資産 107,576,005 （107,576,005） ― ―

管理費充当資産 52,840,058 （17,840,058） （35,000,000） ―

宿舎提供ＩＴ整備特定基金 4,051,787 ― （4,051,787） ―

小 計 164,813,930 （125,416,063） （39,051,787） （346,080）

合 計 302,976,309 （263,578,442） （39,051,787） （346,080）

財務諸表に対する注記

①　建物付属設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・

②　什器備品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



  

財務諸表に対する注記

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

（単位：円）

科 目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

什器備品 542,810 253,054 289,756

合 計 542,810 253,054 289,756

６．指定正味財産から一般正味財産額への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

（単位：円）

金 額

379,946

295,670

5,447,640

―

6,123,256合 計

特定資産受取利息の振替

受取寄附金の振替

経常外収益への振替額

基本財産受取利息の振替

内 容

経常収益への振替額




